
在宅強化型

在宅復帰・在宅療養支援
機能加算(Ⅰ)

５２円　/日
在宅復帰・在宅療養支援等指標が４０以上であり、退
所時指導等の要件が満たされた場合に算定します

安全対策体制加算 ２１円　/回
安全対策部門を設置し、組織的に安全対策を実施す
る体制が整備されている場合に算定します

入所した日から３０日以内の期間に算定します

介護サービスの質の向上を行うべく、施設基準を上回
る職員配置を行った場合に算定します

介護職員のうち介護福祉士が８０％以上配置されてい
る場合に算定します

介護職員のうち介護福祉士が６０％以上配置されてい
る場合に算定します

自己負担 説明

短期集中リハビリテーショ
ン実施加算(Ⅱ)

２０３円　/日
２０分以上の個別リハビリを週３日以上実施した場合
に算定します

初期加算(Ⅱ)

夜勤職員配置加算

サービス提供体制強化
加算(Ⅰ)

サービス提供体制強化
加算(Ⅱ)

３１円　/日

２５円　/日

２３円　/日

１９円　/日

初期加算(Ⅰ) ６１円　/日
急性期医療を担う医療機関の一般病棟への入院後３
０日以内に退院し、入所した場合に算定します

要介護５ 多床室 １,１４１円

２．加算等料金

加算の名称

要介護３ 多床室 １,０２９円

要介護４ 多床室 １,０８７円

要介護１ 多床室 ８８４円

要介護２ 多床室 ９６１円

要介護５ 多床室 １,０２７円

介護度 居室 自己負担額

要介護３ 多床室 ９２１円

要介護４ 多床室 ９７５円

要介護１ 多床室 ８０５円

要介護２ 多床室 ８５５円

＜別紙３＞

介護老人保健施設料金表　(１割負担)

１．基本料金

基本型

介護度 居室 自己負担額
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５円　/月
協力医療機関と情報を共有する会議を定期的に開催
した場合に算定します

緊急時治療管理 ５２６円　/日
救命救急医療が必要となり、緊急的な治療管理を行っ
た場合に算定します(一月に３日を限度)

所定疾患施設療養費(Ⅱ) ４８７円　/日
所定疾患施設療養費(Ⅰ)の要件に加え、医師が感染
症の研修を受講をしている場合に算定します

所定疾患施設療養費(Ⅰ) ２４３円　/日
肺炎等により治療が必要となり、投薬・検査等が行わ
れた場合に算定します(一月に７日を限度)

認知症チームケア推進
加算(Ⅱ)

１２２円　/月
認知症介護に係る研修を修了し、認知症の行動・心理症状
に対応するチームを組んでいる場合に算定します

認知症チームケア推進
加算(Ⅰ)

１５３円　/月
認知症介護の指導に関する研修を修了し、認知症の行動・
心理症状に対応するチームを組んでいる場合に算定します

療養食加算 ６円　/食
医師の指示により、療養食を提供した場合に算定しま
す

再入所時栄養連携加算 ２０３円　/回
再入所時に栄養管理または特別食に関して、医療機
関と連携を行った場合に算定します

退所時栄養情報連携加算 ７１円　/回
退所先の医療機関等に対して、当該者の栄養管理に
関する情報を提供した場合に算定します

協力医療機関連携加算(1) ５１円　/月
要件を満たした協力医療機関と情報を共有する会議
を定期的に開催した場合に算定します

介護職員等処遇改善
加算(Ⅰ)ロ　Ｒ８．６から

※２　　/月
職場環境等要件に取り組みを区分ごとにそれぞれ２つ
以上取り組んでいる場合に算定します

介護職員等処遇改善
加算(Ⅰ)　R８.５まで

※１　　/月
職場環境等要件に取り組みを区分ごとにそれぞれ２つ
以上取り組んでいる場合に算定します

栄養マネジメント強化加算 １２円　/日
低栄養状態のリスクが高い入所者に対し、食事の観
察を行い、食事の調整等を実施した場合に算定します

協力医療機関連携加算(2)

口腔衛生管理加算(Ⅱ) １１２円　/月
(Ⅰ)に加えて口腔衛生等の管理に係る計画の内容等
の情報を厚生労働省に提出した場合に算定します

口腔衛生管理加算(Ⅰ) ９２円　/月
歯科医師の指示を受けた歯科衛生士により、口腔ケ
アを月２回以上行った場合に算定します

リハビリテーションマネジメ
ント計画書情報加算(Ⅱ)

３４円　/月
リハビリテーション実施計画書を家族等に説明し、必
要な情報を活用した場合に算定します

リハビリテーションマネジメ
ント計画書情報加算(Ⅰ)

５４円　/月
(Ⅱ)に加えて口腔衛生管理加算（Ⅱ）および栄養マネ
ジメント強化加算を算定している場合に算定します

科学的介護推進体制
加算(Ⅱ)

６１円　/月
(Ⅰ)に加えて疾病の状況や服薬情報等の情報を厚生
労働省に提出した場合に算定します

科学的介護推進体制
加算(Ⅰ)

４１円　/月
入所者のADL値・栄養状態・口腔機能等の基本的な
情報を厚生労働省に提出した場合に算定します

認知症短期集中リハビリ
テーション実施加算(Ⅱ)

１２２円　/日
門的な研修を修了した医師の指示により、２０分以上
の個別リハビリを週3日実施した場合に算定します

認知症短期集中リハビリ
テーション実施加算(Ⅰ)

２４４円　/日
(Ⅱ)に加えて居宅または施設等を訪問して、リハビリ
テーション計画を作成した場合に算定します

短期集中リハビリテーショ
ン実施加算(Ⅰ)

２６２円　/日
(Ⅱ)に加えて入所時と月１回以上ＡＤＬ等の評価を行
い、情報を厚生労働省に提出した場合に算定します
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８１２円　/日
家庭において外泊し、在宅サービスを利用した場合に
算定します（一月に６日を限度）

若年性認知症利用者受入
加算

１２２円　/日
若年性認知症利用者ごとに担当者を定め、特性や
ニーズに応じたサービスを行った場合に算定します

かかりつけ医連携薬剤調
整加算(Ⅲ)

１０２円　/回
(Ⅱ)に加え6種類以上内服薬が処方されており、退所
時に1種類以上減少している場合に算定します

かかりつけ医連携薬剤調
整加算(Ⅱ)

２４４円　/回
(Ⅰ)に加え服薬情報等を厚生労働省に提出した場合
に算定します

かかりつけ医連携薬剤調
整加算(Ⅰ)ロ

７１円　/回
６種類以上内服薬が処方されており、服用薬剤の総合的な
評価及び調整・指導を行った場合に算定します。

かかりつけ医連携薬剤調
整加算(Ⅰ)イ

１４２円　/回
入所前の主治医と連携して薬剤を評価・調整した場合
に算定します

認知症行動心理症状緊急
対応加算

２０３円　/日
認知症の行動・心理症状により在宅での生活が困難
であり、緊急に入所した場合に算定します

外泊時費用 ３６７円　/日
家庭において外泊した場合、所定金額に替えて算定し
ます（一月に６日を限度）

外泊時費用(在宅サービス
を利用する場合)

排せつ支援加算(Ⅲ) ２１円　/月
(Ⅰ)に加えて排尿・排便の状態改善かつ、おむつ使用
ありから使用なしに改善している場合に算定します

排せつ支援加算(Ⅱ) １６円　/月
(Ⅰ)に加えて排尿・排便の状態改善又はおむつ使用あ
りから使用なしに改善している場合に算定します

排せつ支援加算(Ⅰ) １１円　/月
多職種が協同して、排泄に関する分析・支援計画の作
成及び支援を行った場合に算定します

褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) １４円　/月
(Ⅰ)に加えて褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者等
について、褥瘡の発生がない場合に算定します

褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) ３円　/月
褥瘡発生を予防するため定期的な評価を行い、その
結果等を厚生労働省に提出した場合に算定します

経口移行加算 ２９円　/日
経口による食事の摂取を進めるため経口移行計画を
作成し、支援が行われた場合に算定します

経口維持加算(Ⅱ) １０２円　/月
経口維持加算（Ⅰ）にて行う会議等に歯科医師等が加
わった場合に算定します

経口維持加算(Ⅰ) ４０６円　/月
誤嚥が認められる入所者に対して経口維持計画を作
成し、栄養管理が行われた場合に算定します

自立支援促進加算 ３０５円　/月
医師が医学的評価を行い、自立支援に係る支援計画
を策定しケアを実施した場合に算定します

生産性向上推進体制
加算(Ⅱ)

１１円　/月
見守り機器等を１つ以上導入して、業務改善の取組による
効果を示すデータを提出している場合に算定します

生産性向上推進体制
加算(Ⅰ)

１０２円　/月
見守り機器等を複数導入して、業務改善の取組による
効果を示すデータを提出している場合に算定します

新興感染症等施設療養費 ２４４円　/日
厚生労働大臣が定める感染症の相談等を行う医療機関を確保し、
感染した入所者へサービスを行った場合に算定します

高齢者施設等感染対策向
上加算(Ⅱ)

５円　/月
感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から、感染
制御等に係る実地指導を受けている場合に算定します

高齢者施設等感染対策向
上加算(Ⅰ)

１１円　/月
第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時
等の対応を行う体制を確保している場合に算定します

特定治療 実費
特定の治療を行った場合、医科診療報酬点数表に定
める点数に１０円を乗じた額を算定します
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※１　介護職員等処遇改善加算について

　介護職員処遇改善加算の算定方法は、「介護報酬の総単位数に７．５％を乗じた単位数」となっており、

　個々に違った単位数や自己負担額になります。

※２　介護職員等処遇改善加算について

　介護職員処遇改善加算の算定方法は、「介護報酬の総単位数に９．７％を乗じた単位数」となっており、

　個々に違った単位数や自己負担額になります。

３．その他料金

　R８.７まで

　R８.８から

※　昼食にはおやつ代が含まれています。

※　外出等での食事キャンセルについて、昼食は当日９時半までに、夕食は当日１５時半までに、朝食は前日

の１８時までに連絡がない場合には、食事代を請求させていただきます。

※　経管栄養のみの場合、医師の指示にて１日提供量を１～２食で提供した場合、カロリーを３食分として計算

しているため、３食分として請求します。

※　・第1段階：生活保護者等　　　

 　　・第2段階：世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金収入額等が８０万円以下の方

　　 ・第3段階①：世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金収入額等が８０万円超１２０万円以下の方

　　 ・第3段階②：世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金収入額等が１２０万円超の方

　   ・第4段階：市区町村民税課税世帯

食費 ３００円
３９０円

(朝食のみ
は３６０円)

６５０円
(朝食のみ
は３６０円)

１,３６０円
(朝食のみ
は３６０円)

※　減免対象者の施設基準額：多床室　４３７円・食費　１,４４５円(R８.８より１,５４５円)

居住費 ０円 ４３０円 ４３０円

第２段階 第３段階① 第３段階②

居住費 ０円 ４３０円 ４３０円 ４３０円

朝食３６０円

昼食８３０円

夕食７００円

訪問看護指示加算 ３０５円　/回
退所時に医師が指定訪問看護ステーション等に訪問
看護指示書を交付した場合に算定します

第４段階

６１０円

多床室 第１段階

退所時情報提供加算(Ⅱ) ２５４円　/回
医療機関へ退所後、主治医に対して診療状況・生活歴等を
示す文書を添えて紹介を行った場合に算定します

退所時情報提供加算(Ⅰ) ５０７円　/回
居宅へ退所後、主治医に対して診療状況・生活歴等を
示す文書を添えて紹介を行った場合に算定します

試行的退所時指導加算 ４０６円　/回
居宅への試行的な退所時に、入所者及び家族等に療
養上の指導を行った場合に算定します

入所前後訪問指導
加算(Ⅱ)

４８７円　/回
入所前後訪問指導加算(Ⅰ)の要件に加え、退所後の
支援計画を策定した場合に算定します

入所前後訪問指導
加算(Ⅰ)

４５７円　/回
入所予定日前後に居宅を訪問し、退所を目的とした施
設サービス計画の策定を行った場合に算定します

入退所前連携加算(Ⅰ) ６０９円　/回
(Ⅱ)に加え入所予定前３０日以内又は入所後３０日以内に
居宅介護支援事業者と連携した場合に算定します

入退所前連携加算(Ⅱ) ４０６円　/回
居宅介護支援事業所に対し情報提供を行い、退所後
のサービス調整等を行った場合に算定します

多床室 第１段階 第２段階 第３段階① 第３段階② 第４段階

４３０円 ６１０円

食費 ３００円
３９０円

(朝食のみ
は３６０円)

６８０円
(朝食のみ
は３６０円)

１,４２０円
(朝食のみ
は３６０円)

朝食３６０円

昼食８３０円

夕食７００円
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　初回に花器代として２００円必要となります。

☆テレビ使用料とは

　施設で用意するテレビを居室で利用する場合の料金です。

☆クラブ費とは

　月1度のフラワーアレンジメントにご参加頂く場合のみ必要となる料金です。

☆電気器具使用料とは

　個人専用の家電製品の電気料金です。

☆健康管理費とは

　インフルエンザの予防接種等の費用です。

電気器具使用料 １日あたり １００円

健康管理費 １回あたり 実費

クラブ費 １回あたり ７００円

テレビ使用料 1日あたり １３０円

パーマ代 １回あたり ３,５００円

毛染め代 １回あたり ３,５００円

名称 金額（単価）

理美容代 １回あたり ２,１００円
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